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・令和６年12月９日介護保険部会における主なご意見



規制改革実施計画（令和６年６月21日閣議決定）

事項名：デジタル、ＡＩ等を活用した要介護認定の迅速化及び科学的合理性の確保等

規制改革の内容 実施時期

a
• 要介護認定の迅速性等に関する情報（申請から認定までの期間等）について、
全国集計、都道府県別、保険者別に毎年度厚生労働省ＨＰにおいて公表

令和６年度以降令和９年度まで継続
的に措置

b
• 要介護認定の調査及び審査の各段階について、各保険者が目指すべき目安と
なる期間の検討・設定

令和６年度措置

c
• 介護認定審査会の簡素化対象の拡大、簡素化実施時の事務負担の軽減
• 介護認定審査会におけるＡＩの活用についてのモデル事業の実施

令和６年度検討開始、令和８年度まで
に結論、令和９年度措置

d
• 要介護認定申請者が申請前に主治医に主治医意見書を依頼して入手し、申
請時に提出することについて検討

令和６年度検討開始、令和８年度まで
に結論、結論を得次第速やかに措置

e

• がん等の疾病により心身の状態が急激に悪化する方について、迅速なサービス提
供に関する事務連絡の発出（5/31付けで発出済み）

• がん等の疾病により心身の状態が急激に悪化する方について、認定審査期間等
を毎年度調査・公表するとともに、医師の診断書の提出を要件に、がんの進行度
等に応じて速やかに認定を行う方法について検討

（前段）令和６年度上期措置
（後段）令和８年度までに結論、結論
を得次第速やかに措置

f
• 地方公共団体システムの標準化の進捗状況も踏まえ、例えば、主治医意見書
提出のデジタル化、介護認定審査会のオンライン開催及びペーパーレス化等、要
介護認定に関する業務のデジタル化を一層推進し、その進捗状況を公表

令和７年度以降令和９年度まで継続
的に措置

g
• 一次判定データについて、在宅介護、通所介護等の幅広い介護サービス利用者
のデータを追加しつつ、現行データを最新データに更新することも含め検討

• 認知症である利用者について、認定調査項目等の検討、必要に応じて見直し

令和６年度検討開始、令和８年度まで
に結論、令和９年度措置

h • 要介護認定におけるＡＩの活用について、必要な調査研究の実施 令和７年度開始、令和９年度まで措置
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介護保険部会（R6 .12 . 9 )における主な御意見

【規制改革実施計画の措置内容a（認定審査期間の平均値の公表）に係る御意見】

○ 介護保険法で定められている認定審査の期間である30日以内に収めることが基本。

○ 認知審査期間の平均値の公表は合理的である。

○ 市町村の中でどれだけの割合を30日以内に収めることが出来たか、を見えるようにするべき。

○ 認定調査や主治医意見書が揃った後の、認定審査会に係る期間も公表する期間に含めるべき。

○ 市町村毎に30日を超えている事例の割合を公表するべき。

○ 日数だけを公表するのではなく、市町村にとって日数がかかっている原因と解決策も併せて周知するべき。
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【規制改革実施計画の措置内容b（認定審査に係る各段階の期間設定）に係る御意見】

○ 30日以内に認定を行うにあたり目標を示すことに一定の意義がある。

○ 認定調査や主治医意見書入手以外にも、認定審査会の実施に日数がかかることも認定審査期間が長くなる原因の一

つ。認定審査会の所要期間についても見る必要があるのではないか。

○ 設定する目安は、認定調査期間と主治医意見書期間に加え、情報が揃った後の市町村の事務手続き期間も提案する。

○ 認定審査期間の長期化の主な原因は、主治医意見書の取得や認定調査の日程調整等の市町村と外部とのやり取りに

関するものとなっていることから、取組例も参考にしながら、各地域において関係者を交えた検討を進めていくこと

が重要。

【その他の規制改革実施計画の措置内容に係る御意見】

○ 主治医意見書のペーパーレス化は早急に進めるべき。

○ 要介護認定のプロセス全体のICT化やAIの活用を進めるべき。

○ がん末期等の方に係る事務連絡で示された、迅速化の取組を進めて欲しい。



•認定審査期間の平均値の公表について
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認定申請

申請受領

認定調査所要期間

＝認定調査実施日ー認定調査依頼日

主治医意見書所要期間＝主治意見書受領日ー主治医意見書依頼日

認定審査期間＝二次判定日ー申請日

認定調査依頼 認定調査実施

日程調整

依頼送付（郵送）

意見書送付

意見書受領

依頼受領

認定結果送付

介護認定審査会

資料作成

介護認定審査会

実施

認定結果受領

介護認定審査会等事務処理期間

＝二次判定日ー（主治医意見書受領日or認定調査実施日）

※本図のようなケースでは、二次判定日ー主治医意見書受領日を集計する

⚫公表する各期間の定義について、図示した。

⚫申請から認定調査または主治医意見書を依頼するまでの期間（依頼までの事務処理期間）については、
認定調査所要期間、主治意見書所要期間、介護認定審査会等事務処理期間のいずれにも含まれない



各保険者の認定審査期間の平均値について

※ 介護保険総合データベース（令和５年４月～令和６年３月申請分）より集計 (n=1,559)
※ 認定審査期間：二次判定日ー認定申請日

全保険者の認定審査期間の平均値を令和５年度の介護保険総合データベースから分析した。

（単位：日）
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認定審査期間
認定審査期間（各保険者の平均値）

最小値 20.3日

第１四分位 35.1日

中央値 39.3日

第３四分位 43.5日

最大値 80.6日



各保険者の認定調査所要期間の平均値について

※ 介護保険総合データベース（令和５年４月～令和６年３月申請分）より集計（n=1,546）
※ 認定調査所要期間：調査実施日ー調査依頼日
※ 平均値が100日以上の２自治体はヒストグラムから除外

全保険者の認定調査所要期間の平均値を令和５年度の介護保険総合データベースから分析した。

（単位：日）
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認定調査所要期間

認定調査所要期間（各保険者の平均値）

最小値 0.0日

第１四分位 7.6日

中央値 10.3日

第３四分位 13.5日

最大値 229.7日



各保険者の主治医意見書所要期間の平均値について

※ 介護保険総合データベース（令和５年４月～令和６年３月申請分）より集計（n=1,543）
※ 主治医意見書所要期間：意見書入手日ー意見書依頼日

全保険者の主治医意見書所要期間の平均値を令和５年度の介護保険総合データベースから分析した。
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（単位：日）
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主治医意見書所要期間

主治医意見書所要期間（各保険者の平均値）

最小値 0.0日

第１四分位 15.7日

中央値 17.9日

第３四分位 20.3日

最大値 51.6日



各保険者の介護認定審査会等事務処理期間の平均値について

※ 介護保険総合データベース（令和５年４月～令和６年３月申請分）より集計（n=1,533）
※ 介護認定審査会等事務処理期間：二次判定日ー（意見書入手日、調査実施日のうち、遅い日）

全保険者の介護認定審査会等事務処理期間の平均値を令和５年度の介護保険総合データベースから分析した。

（単位：日）
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最小値 3.6日

第１四分位 13.7日

中央値 16.3日

第３四分位 19.6日

最大値 43.0日



各保険者の申請から30日以内に認定された割合の平均値について

※ 介護保険総合データベース（令和５年４月～令和６年３月申請分）より集計（n=1,559）
※ 申請から30日以内に認定された割合：当該保険者の全事例の内、認定審査期間が30日以内の事例の割合

全保険者の、申請から30日以内に認定された割合の平均値を令和５年度の介護保険総合データベースから分析し
た。

（単位：％）
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申請から30日以内に認定された割合
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最小値 0.0％

第１四分位 9.7%

中央値 21.4%

第３四分位 37.3%

最大値 100.0%



規制改革実施計画

令和６年規制改革実施計画において、要介護認定の迅速性等に関する情報について、全国、都道

府県別、保険者別に毎年度厚生労働省ＨＰにおいて公表することが閣議決定がされた。

認定期間に係る情報の公表
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規制改革実施計画（令和６年６月21日閣議決定）抜粋）

「要介護認定申請から要介護認定までに要する期間（以下「認定審査期間」という。）、認定審査

期間が 30 日を超えた件数及び要介護認定申請件数全体に占める割合、認定調査依頼から認定調査

実施までに要する期間（以下「認定調査所要期間」という。）、保険者が主治医意見書を依頼して

から入手するまでに要する期間（以下「主治医意見書所要期間」という。）、コンピュータによる

一次判定から介護認定審査会による二次判定に要する期間（以下「介護認定審査会所要期間」とい

う。）、要介護認定における二次判定での一次判定からの変更率など、要介護認定の迅速性等に関

する情報について、全国集計、都道府県別、保険者別に毎年度厚生労働省ＨＰにおいて公表する。

また、公表された情報において、認定審査期間等の要介護認定の迅速性等に関する状況が十分改善

されていない場合は、必要な対策を検討の上、実施する（ＰＤＣＡ管理を行う。）」



認定審査期間及びその内の認定調査依頼から認定調査実施までに要する期間、保険者が主治医意見書を依頼して
から入手するまでに要する期間、認定調査と主治医意見書が揃ってから介護認定審査会による二次判定に要する
期間並びに認定審査期間が 30 日以内の割合について、保険者別に公表することとしてはどうか。

認定審査期間
（平均値）

内、認定調査所要
期間（平均値）

内、主治医意見書
所要期間（平均値）

内、介護認定審査会等
事務処理期間（平均値）

申請から30日以内に認定
された割合

A市 ○○日 ●●日 ▲▲日 ■■日 ××％

B村 ○○日 ●●日 ▲▲日 ■■日 ××％

C町 ○○日 ●●日 ▲▲日 ■■日 ××％

D町 ○○日 ●●日 ▲▲日 ■■日 ××％

E市 ○○日 ●●日 ▲▲日 ■■日 ××％
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認定審査期間
内、認定調査所要

期間
内、主治医意見書

所要期間
内、介護認定審査会

等事務処理期間（平均値）
申請から30日以内に認定

された割合

最小値 〇〇日 ●●日 ▲▲日 ■■日 ××％

第一
四分位

〇〇日 ●●日 ▲▲日 ■■日 ××％

中央値 〇〇日 ●●日 ▲▲日 ■■日 ××％

第三
四分位

〇〇日 ●●日 ▲▲日 ■■日 ××％

最大値 〇〇日 ●●日 ▲▲日 ■■日 ××％

各保険者の状況

集計データ（各保険者の平均値から算出）

…

…

… … … …

認定に係る情報の公表項目（具体的な対応案）



（参考）認定審査に係る事務の効率化、迅速化の取組例①
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【人口約40万～160万人の自治体における取組の例】

＜認定調査の実施に係る取組＞

・要介護認定申請書の提出から10日以内に認定調査を行うこととしている旨を申請者に周知

することで、認定調査の調整を円滑に行っている。

・自治体と委託先において同じ認定調査システムを用いて認定調査票を電子的にやりとりす

ることで、紙での作業が発生しないようにし、事務の効率化を図っている。

＜主治医意見書の入手に係る取組＞

・主治医意見書のフォーマットを電子的に読み込んで処理することで、一次判定や認定審査

会資料の作成において紙での作業が発生しないようにし、事務の効率化を図っている。

＜介護認定審査会の準備に係る取組＞

・委員に対して審査会資料の事前送付をせず、当日会場に用意した端末で資料を確認しなが

ら審査を実施することで、認定の迅速化を図っている。

＜その他の取組＞

・認定調査票、主治医意見書、審査会資料全てを電子的に作成し、紙での作業を行わないこ

とで、事務の効率化を図っている。

認定審査期間の平均が30日以内の自治体における認定審査に係る事務の効率化、迅速化の取組につ
いて聞き取りを実施した。



（参考）認定審査に係る事務の効率化、迅速化の取組例②
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＜認定調査の実施に係る取組＞

・要介護認定申請書の提出から３営業日以内に申請者へ認定調査の連絡を行うこととしてお

り、申請時にもその旨周知することで、認定調査の調整を円滑に行っている。

・要介護認定申請書が提出される際、その場で認定調査の日程調整を実施することで、認定

調査の調整の効率化を図っている。

＜主治医意見書の入手に係る取組＞

・主治医意見書の作成を依頼した医療機関に対し作成状況の進捗確認を行うことで、早期の

主治医意見書作成を促している。

＜介護認定審査会の準備に係る取組＞

・審査会資料を電子的に送付し、委員は貸与されたタブレット用い、審査会に持参すること

で事務の効率化を図っている。

・一部の合議体を完全にオンラインで実施することで、審査会の運営事務の効率化を図って

いる。

＜その他の取組＞

・周辺地域の自治体共同で認定業務を行う広域連合を設置し、広域連合に参加している自治

体から認定調査結果や主治医意見書を広域連合が電子データでとりまとめて認定審査を行う

ことで、事務を効率化している。

【人口約１万～10万人の自治体における取組の例】

認定審査期間の平均が30日以内の自治体における認定審査に係る事務の効率化、迅速化の取組につ
いて聞き取りを実施した。



（参考）認定審査に係る事務の効率化、迅速化の取組例③

16

＜主治医意見書の入手に係る取組＞

・医療機関と自治体との間で、主治医意見書の作成について目安の期間を定めてい

る。

・主治医意見書の作成状況について医療機関へ進捗の確認を行うことで、早期の主

治医意見書作成を促している。

＜介護認定審査会の準備に係る取組＞

・介護認定審査会を周辺地域の自治体と共に設置することで、審査会の効率化を

図っている。

【人口数千人の自治体における取組の例】

認定審査期間の平均が30日以内の自治体における認定審査に係る事務の効率化、迅速化の取組につ
いて聞き取りを実施した。
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・認定審査期間を30日以内に収めるための

認定審査期間の各段階の設定



認定審査期間の各段階の平均値等

数 認定審査期間
認定調査
所要期間

主治医意見書
所要期間

介護認定審査会
等事務処理期間

申請から30日以内
に認定された割合

全保険者 1,559 39.8日 10.9日 18.0日 16.9日 25.1%

認定審査期間の
平均が30日以内
の保険者

66 27.7日 6.6日 12.7日 12.3日 72.0%

認定審査期間の
平均が30日を超
えている保険者

1,493 40.4日 11.1日 18.2日 17.1日 23.0%

※ 保険者数「1,559」は、集計期間中に介護DBに認定情報を送信した保険者数であり、期間中に申請がなかった保険者等は含まれていない。
※ 介護保険総合データベース（令和５年４月～令和６年３月申請分）より集計。
※ 認定審査期間：二次判定日ー認定申請日 認定調査所要期間：調査実施日ー調査依頼日 主治医意見書所要期間：意見書入手日ー意見書依頼日

介護認定審査会等事務処理期間：二次判定日ー（意見書入手日、調査実施日のうち、遅い日）
申請から30日以内に認定された割合：当該保険者の全事例の内、認定審査期間が30日以内の事例の割合

※ 各段階において、郵送に要する期間等を含むことに留意が必要。

介護保険総合データベースに保存された要介護認定情報から認定審査期間に関するデータを集計し、認定審査期間
及びその内の認定調査所要期間、主治医意見書所要期間、介護認定審査会等事務処理期間の平均値並びに認定審査
が30日以内に実施された事例の割合について、全保険者と認定審査期間の平均が30日以内の保険者、30日を超え
ている保険者のデータとを比較した。

18

認定審査期間の集計



認定審査期間の各段階における期間について（案）

令和６年規制改革実施計画において、要介護認定を30日以内に行うことが出来るよう、要介護認定の調査及び
審査の各段階の期間を設定することが閣議決定がされた。

認定期間に係る情報の公表

○認定調査所要期間、主治医意見書所要期間、介護認定審査会等事務処理期間の３つの期間に係る参考として、
認定審査期間の平均が30日以内に収まっている66保険者の平均値を以下のように示してはどうか。

今後の対応

19

※規制改革実施計画（令和６年６月21日閣議決定）抜粋）
「保険者が、要介護認定の申請に対する処分を法定原則処理期間 30 日以内に行うことができるよう、認定審査期間における要介
護認定の調査及び審査の各段階について、認定審査期間に及ぼす影響も分析した上で、（中略）各保険者が目指すべき目安となる
期間を検討し、設定する。」

○認定審査期間の平均が30日以内に収まっている保険者における、各期間の平均値は以下の通りであった。

○対応（案）
上記のデータは、様々な地域の実情や上記３期間それぞれの手順の特徴を踏まえたものではなく、認定審査期

間が30日以内の保険者の平均値から機械的に算出したものであるため、そうした点等を注釈した上で、「認定審
査に係る事務の効率化、迅速化の取組例（p14~16）」も併せて、自治体に対し参考として以下のように示すこ
ととしてはどうか。

・認定調査の実施 認定調査依頼から7日以内
・主治医意見書の入手 主治医意見書依頼から13日以内
・介護認定審査会の開催 認定調査票・主治医意見書が揃ってから12日以内

認定調査所要期間 主治医意見書所要期間 介護認定審査会等事務処理期間

6.6日 12.7日 12.3日

具体的な対応（案）



•参考資料
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介護情報基盤整備の目的

⚫ 利用者本人、市町村、介護事業所、医療機関といった関係者が利用者に関する情報を共有、活用できる介護情報基盤を整備す
ることにより、これまで紙を使ってアナログにやりとりしていた情報を電子で共有することで、業務の効率化（職員の負担軽減、
情報共有の迅速化）を図る。

⚫ さらに、今後、介護情報基盤に蓄積された情報を活用することにより、事業所間及び多職種間の連携の強化、本人の状態に
合った適切なケアの提供など、介護サービスの質の向上を図る。

介護情報基盤について

令和６年３月「介護情報の電子的な共有の仕組み及び介護被保険者証の電子化の実現に向けた調査研究業務等一式調査結果報告書」抜粋

介護情報基盤の活用イメージ

21



業務効率化の具体例① 要介護認定事務の電子化

要介護認定事務の電子化を通じた自治体、介護事業所、医療機関等の業務負担軽減と認定にかかる日数の短縮（下記、

①～⑤が電子化される）
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介
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介
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結
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頼
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領
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者
証
送
付

受
領

ケ
ア
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ネ
事
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所
名
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出

受
領

被
保
険
者
証
再
発
行

受
領

ケ
ア
プ
ラ
ン
作
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依
頼

ケ
ア
プ
ラ
ン
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成

ケ
ア
プ
ラ
ン
確
認

・
同
意

受

領

開

示

請

求

認
定
調
査
結
果

主
治
医
意
見
書
提
供

受

領

平均40.8日*

サ
ー
ビ
ス
給
付
依
頼

（サ
ー
ビ
ス
事
業
所
）

サ
ー
ビ
ス
提
供

国保

連合会

支払い

・・・

（更新・区分変更

等で同じ流れが

繰り返される）

ケ
ア
マ
ネ
依
頼

依

頼

受

領

被
保
険
者
証
送
付

受
領

①

②

③

⑤

介護支援専門員から
自治体への進捗確認

④

*令和5年度集計による
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